
 
 
 

 
 
うみ で ライト と あみ を 使うこと は だめ 
です。（愛知県漁業調整規則第４２条） 
在海域 同时用 灯光 和 小捞网，是不可允许的。
（爱知县渔业调整规则第４２条） 
よって、よる に カニ を ライト で さがして  
あつめて あみ で とる のは だめ です。 
 夜间用 灯光 寻找螃蟹并且用 渔网 捞螃蟹，是
不可允许的。 

 

 

カニ を とる とき の ルール 
“捕捞螃蟹的规则” 
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